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(54)【発明の名称】 液晶表示装置およびその製造方法

(57)【要約】
【課題】  薄膜トランジスタ基板の内面側に反射層が設
けられた半透過反射型の液晶表示装置において、製造工
程数が増加しないようにする。
【解決手段】  薄膜トランジスタ基板１の上面の各所定
の箇所に、アルミニウム系金属からなるゲート電極８、
補助容量ライン６および反射層７を同時に形成する。反
射層７上に、ゲート絶縁膜１１およびオーバーコート膜
１８を介して、画素電極２を形成する。この場合、反射
層７は画素電極２のほぼ中央部と重合されている。そし
て、画素電極２の中央部と重合する反射層７が文字通り
反射部を構成し、ブラックマスク２２の開口部２２ａ内
において画素電極２と反射層７との重合しない部分が透
過部を構成している。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  ２枚の基板間に液晶が封入され、前記２
枚の基板のうちの表示面側とは反対側の基板の内面側に
複数の画素電極がマトリクス状に配置された液晶表示装
置において、前記表示面側とは反対側の基板の内面側に
おいて前記各画素電極と重合する位置に前記画素電極よ
りも小面積の反射層が設けられていることを特徴とする
液晶表示装置。
【請求項２】  請求項１に記載の発明において、前記反
射層は不透光性材料によりべた状に形成されていること
を特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】  請求項１に記載の発明において、前記反
射層は不透光性材料により模様状または離散状に形成さ
れていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項４】  請求項１に記載の発明において、前記画
素電極と前記反射層との間に絶縁層が配置されているこ
とを特徴とする液晶表示装置。
【請求項５】  請求項１に記載の発明において、前記複
数の画素電極にそれぞれスイッチング素子が接続され、
前記反射層は前記スイッチング素子を構成する電極のい
ずれかと同一の平面上に該電極と同一の材料によって形
成されて設けられていることを特徴とする液晶表示装
置。
【請求項６】  ２枚の基板間に液晶が封入され、前記２
枚の基板のうちの表示面側とは反対側の基板の内面側に
複数の画素電極がマトリクス状に配置された液晶表示装
置の製造方法において、前記表示面側とは反対側の基板
の内面側において前記各画素電極と重合する位置にフォ
トリソグラフィにより前記画素電極よりも小面積の反射
層を形成することを特徴とする液晶表示装置の製造方
法。
【請求項７】  請求項６に記載の発明において、前記反
射層を不透光性材料によりべた状に形成することを特徴
とする液晶表示装置の製造方法。
【請求項８】  請求項６に記載の発明において、前記反
射層を不透光性材料により模様状または離散状に形成す
ることを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【請求項９】  請求項６に記載の発明において、前記画
素電極と前記反射層との間に絶縁層を形成することを特
徴とする液晶表示装置の製造方法。
【請求項１０】  請求項６に記載の発明において、前記
反射層の表面に微細な凹凸を形成することを特徴とする
液晶表示装置の製造方法。
【請求項１１】  請求項６に記載の発明において、前記
反射層を、前記複数の画素電極にそれぞれ接続されるス
イッチング素子を構成するいずれかの電極の形成と同時
に該電極と同一の材料によって形成することを特徴とす
る液晶表示装置の製造方法。
【請求項１２】  請求項１１に記載の発明において、前
記反射層と同時に形成する前記電極の表面に陽極酸化を
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施すことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【請求項１３】  請求項１１に記載の発明において、前
記電極および前記反射層の形成工程は、金属膜を成膜す
る工程と、該金属膜をフォトリソグラフィ法によりパタ
ーニングすることにより、電極を含む配線、および反射
層を形成する工程とを含むことを特徴とする液晶表示装
置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は液晶表示装置およ
びその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来の半透過反射型の液晶表示装置に
は、２枚の基板間に液晶が封入され、２枚の基板のうち
の表示面側とは反対側の基板の内面側に複数の画素電極
がマトリクス状に配置され、各画素電極の表面にハーフ
ミラーが設けられ、表示面側とは反対側の基板の外面側
にバックライトが配置されたものがある。
【０００３】そして、上記従来の液晶表示装置を透過型
として使用する場合には、バックライトを点灯させ、バ
ックライトからの光が表示面側とは反対側の基板、画素
電極、ハーフミラー、液晶および表示面側の基板を透過
して表示面側の基板の表示面側に出射され、これにより
表示を行う。
【０００４】一方、上記従来の液晶表示装置を反射型と
して使用する場合には、バックライトを点灯させず、表
示面側の基板の表示面側から入射された外光が表示面側
の基板および液晶を透過してハーフミラーで反射され、
この反射光が液晶および表示面側の基板を透過して表示
面側の基板の表示面側に出射され、これにより表示を行
う。
【０００５】ところで、上記従来の液晶表示装置におい
てハーフミラーを形成する場合、一例として、絶縁膜上
に形成された複数の画素電極を含む前記絶縁膜上にスパ
ッタ法によりアルミニウム薄膜を成膜し、フォトリソグ
ラフィ法によりアルミニウム薄膜に微細孔を形成すると
ともに、アルミニウム薄膜の画素電極に対応しない部分
を除去し、これにより各画素電極の表面に微細孔を有す
るアルミニウム薄膜からなるハーフミラーを形成してい
る。
【０００６】ハーフミラーの形成方法の他の例として
は、絶縁膜上に形成された複数の画素電極を含む前記絶
縁膜上にスパッタ法により欠陥部を有するアルミニウム
薄膜を成膜し、フォトリソグラフィ法によりアルミニウ
ム薄膜の画素電極に対応しない部分を除去し、これによ
り各画素電極の表面に欠陥部を有するアルミニウム薄膜
からなるハーフミラーを形成している。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来の液晶表示装置では、ハーフミラーをそれ専用の製造
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工程で形成しているので、製造工程数が多く、コスト高
になってしまうという問題があった。そこで、この発明
は、製造工程数を少なくすることができる液晶表示装置
およびその製造方法を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】請求項１に記載の発明
は、２枚の基板間に液晶が封入され、前記２枚の基板の
うちの表示面側とは反対側の基板の内面側に複数の画素
電極がマトリクス状に配置された液晶表示装置におい
て、前記表示面側とは反対側の基板の内面側において前
記各画素電極と重合する位置に前記画素電極よりも小面
積の反射層が設けられていることを特徴とするものであ
る。請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明に
おいて、前記反射層は不透光性材料によりべた状に形成
されていることを特徴とするものである。請求項３に記
載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記反射
層は不透光性材料により模様状または離散状に形成され
ていることを特徴とするものである。請求項４に記載の
発明は、請求項１に記載の発明において、前記画素電極
と前記反射層との間に絶縁層が配置されていることを特
徴とするものである。請求項５に記載の発明は、請求項
１に記載の発明において、前記複数の画素電極にそれぞ
れスイッチング素子が接続され、前記反射層は前記スイ
ッチング素子を構成する電極のいずれかと同一の平面上
に該電極と同一の材料によって形成されて設けられてい
ることを特徴とするものである。請求項６に記載の発明
は、２枚の基板間に液晶が封入され、前記２枚の基板の
うちの表示面側とは反対側の基板の内面側に複数の画素
電極がマトリクス状に配置された液晶表示装置の製造方
法において、前記表示面側とは反対側の基板の内面側に
おいて前記各画素電極と重合する位置にフォトリソグラ
フィにより前記画素電極よりも小面積の反射層を形成す
ることを特徴とするものである。請求項７に記載の発明
は、請求項６に記載の発明において、前記反射層を不透
光性材料によりべた状に形成することを特徴とするもの
である。請求項８に記載の発明は、請求項６に記載の発
明において、前記反射層を不透光性材料により模様状ま
たは離散状に形成することを特徴とするものである。請
求項９に記載の発明は、請求項６に記載の発明におい
て、前記画素電極と前記反射層との間に絶縁層を形成す
ることを特徴とするものである。請求項１０に記載の発
明は、請求項６に記載の発明において、前記反射層の表
面に微細な凹凸を形成することを特徴とするものであ
る。請求項１１に記載の発明は、請求項６に記載の発明
において、前記反射層を、前記複数の画素電極にそれぞ
れ接続されるスイッチング素子を構成するいずれかの電
極の形成と同時に該電極と同一の材料によって形成する
ことを特徴とするものである。請求項１２に記載の発明
は、請求項１１に記載の発明において、前記反射層と同
時に形成する前記電極の表面に陽極酸化を施すことを特
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徴とするものである。請求項１３に記載の発明は、請求
項１１に記載の発明において、前記電極および前記反射
層の形成工程は、金属膜を成膜する工程と、該金属膜を
フォトリソグラフィ法によりパターニングすることによ
り、電極を含む配線、および反射層を形成する工程とを
含むことを特徴とするものである。そして、この発明に
よれば、各画素電極と重合する位置に画素電極よりも小
面積の反射層を形成しているので、各画素電極におい
て、反射層の存在する領域が文字通り反射部となり、反
射層の存在しない領域が透過部となり、従って半透過反
射型の液晶表示装置として機能することができる。この
場合、液晶表示装置のいずれかの製造工程において反射
性金属材料によって何かを形成するとき、例えばアルミ
ニウムによって薄膜トランジスタのゲート電極やソース
・ドレイン電極などを形成するとき、その形成と同時
に、各画素電極と重合する位置に反射層を形成すると、
製造工程数を少なくすることができる。
【０００９】
【発明の実施の形態】（第１実施形態）図１はこの発明
の第１実施形態としての液晶表示装置の要部の断面図を
示し、図２は同液晶表示装置の薄膜トランジスタ基板側
の要部の透過平面図を示したものである。ただし、この
場合、図１は図２のＡ－Ａ線に沿う部分に相当する断面
図である。
【００１０】この液晶表示装置は、ガラス基板などから
なる薄膜トランジスタ基板１および対向基板２１を備え
ている。薄膜トランジスタ基板１の上面側には、マトリ
クス状に配置された複数の画素電極２と、これらの画素
電極２にそれぞれ接続された複数の薄膜トランジスタ３
と、行方向に配置され、薄膜トランジスタ３に走査信号
を供給する複数の走査ライン４と、列方向に配置され、
薄膜トランジスタ３にデータ信号を供給する複数のデー
タライン５と、行方向に配置され、各画素電極２と重合
する部分で補助容量部を形成する複数の補助容量ライン
６と、各画素電極２のほぼ中央部と重合する位置に配置
された複数の反射層７とが設けられている。
【００１１】すなわち、薄膜トランジスタ基板１の上面
の各所定の箇所には、アルミニウムやアルミニウム合金
などのアルミニウム系金属などの不透光性材料からなる
ゲート電極８を含む走査ライン４、補助容量ライン６お
よび反射層７が設けられている。この場合、ゲート電極
８を含む走査ライン４の表面および補助容量ライン６の
表面にはそれぞれ陽極酸化膜９、１０が設けられている
が、反射層７の表面には陽極酸化膜は設けられていな
い。
【００１２】ゲート電極８などを含む薄膜トランジスタ
基板１の上面全体には窒化シリコンからなるゲート絶縁
膜１１が設けられている。ゲート絶縁膜１１の上面の所
定の箇所でゲート電極８に対応する部分には真性アモル
ファスシリコンからなる半導体薄膜１２が設けられてい
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る。半導体薄膜１２の上面のほぼ中央部には窒化シリコ
ンからなるチャネル保護膜１３が設けられている。
【００１３】チャネル保護膜１３の上面両側およびその
両側における半導体薄膜１２の上面にはｎ型アモルファ
スシリコンからなるオーミックコンタクト層１４、１５
が設けられている。一方のオーミックコンタクト層１４
の上面にはアルミニウム系金属からなるソース電極１６
が設けられている。他方のオーミックコンタクト層１５
の上面およびゲート絶縁膜１１の上面の所定の箇所には
アルミニウム系金属からなるドレイン電極１７を含むデ
ータライン５が設けられている。
【００１４】そして、ゲート電極８、陽極酸化膜９、ゲ
ート絶縁膜１１、半導体薄膜１２、チャネル保護膜１
３、オーミックコンタクト層１４、１５、ソース電極１
６およびドレイン電極１７により、薄膜トランジスタ３
が構成されている。
【００１５】薄膜トランジスタ３を含むゲート絶縁膜１
１の上面全体には窒化シリコンからなるオーバーコート
膜１８が設けられている。オーバーコート膜１８のソー
ス電極１６の所定の箇所に対応する部分にはコンタクト
ホール１９が設けられている。オーバーコート膜１８上
には、不透光性の反射層７の全体を覆うＩＴＯからなる
画素電極２が形成され、該画素電極２はコンタクトホー
ル１９を介してソース電極１６に接続されている。画素
電極２を含むオーバーコート膜１８の上面には配向膜２
０が設けられている。
【００１６】一方、対向基板２１の下面にはブラックマ
スク２２および赤、緑、青のカラーフィルタ２３が設け
られ、その下面には対向電極２４が設けられ、その下面
には配向膜２５が設けられている。そして、薄膜トラン
ジスタ基板１と対向基板２１とはシール材（図示せず）
を介して互いに貼り合わされている。また、シール材の
内側における両基板１１、２１の配向膜２０、２５間に
は液晶２６が封入されている。なお、図２において、画
素電極２よりも小さめで反射層７よりも大きめの一点鎖
線で囲まれた領域は、ブラックマスク２２の開口部２２
ａである。
【００１７】薄膜トランジスタ基板１の下面には位相差
板３１が貼り付けられ、その下面には偏光板３２が貼り
付けられている。対向基板２１の上面には拡散フィルム
３３が貼り付けられ、その下面には位相差板３４が貼り
付けられ、その下面には偏光板３５が貼り付けられてい
る。
【００１８】このように、この液晶表示装置では、画素
電極２の中央部下にオーバーコート膜（絶縁膜）１８お
よびゲート絶縁膜１１を介して、画素電極２よりも小面
積の不透光性材料からなる反射層７を設け、且つ、図２
において一点鎖線で示すように、ブラックマスク２２の
開口部２２ａを画素電極２よりも小さめで反射層７より
も大きめとしている。このため、１画素電極２におい
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て、画素電極２の中央部と重合する反射層７が文字通り
反射部を構成し、ブラックマスク２２の開口部２２ａ内
において画素電極２と反射層７との重合しない部分が透
過部を構成している。不透光性の反射層７の面積は上記
透過部の面積の３５％～６５％程度であり、明るい場所
での使用を重視する場合は大きく、暗い場所での使用を
重視する場合は小さくするなど、使用環境に応じて任意
に設定することができる。
【００１９】そして、この液晶表示装置を透過型として
使用する場合には、薄膜トランジスタ基板１下の偏光板
３２の下面側に配置されたバックライト（図示せず）を
点灯させると、バックライトからの光が偏光板３２、位
相差板３１、薄膜トランジスタ基板１、反射層７の周囲
における両絶縁膜１１、１８と画素電極２つまり上記透
過部、配向膜２０、液晶２６、配向膜２５、対向電極２
４、カラーフィルタ２３、対向基板２１、拡散フィルム
３３、位相差板３４および偏光板３５を透過して偏光板
３５の上面側（表示面側）に出射され、これにより表示
を行う。
【００２０】一方、この液晶表示装置を反射型として使
用する場合には、バックライトを点灯させず、対向基板
２１上の偏光板３５の上面側から入射された外光が偏光
板３５、位相差板３４、拡散フィルム３３、対向基板２
１、カラーフィルタ２３、対向電極２４、配向膜２５、
液晶２６、配向膜２０、画素電極２および両絶縁膜１
８、１１を透過して反射層７で反射され、この反射光が
上記とは逆の光路を経て対向基板２１上の偏光板３５の
上面側に出射され、これにより表示を行う。
【００２１】次に、図１および図２に示す液晶表示装置
の薄膜トランジスタ基板１側の製造方法の一例について
説明する。まず、図３に示すように、薄膜トランジスタ
基板１の上面全体にスパッタ法によりアルミニウム系金
属膜４１を成膜する。次に、アルミニウム系金属膜４１
をフォトリソグラフィ法によりパターニングすることに
より、図４に示すように、ゲート電極８を含む走査ライ
ン４、補助容量ライン６および反射層７を形成する。
【００２２】この場合、反射層７を、ゲート電極８など
の形成と同時にゲート電極８などと同一の材料つまり高
反射性のアルミニウム系金属膜４１によって形成してい
るので、製造工程数が増加しないようにすることができ
る。従って、従来のハーフミラーをそれ専用の製造工程
によって製造する場合と比較して、製造工程数を少なく
することができ、引いてはコストを低減することができ
る。
【００２３】次に、陽極酸化処理を行うことにより、ゲ
ート電極８を含む走査ライン４の表面および補助容量ラ
イン６の表面にそれぞれ陽極酸化膜９、１０を形成す
る。この場合、反射層７は島状であるため、反射層７に
は陽極酸化用電流が供給されず、従って反射層７の表面
には陽極酸化膜は形成されない。このように、陽極酸化
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7
処理の前にパターニングしておくと、非陽極酸化部分で
ある反射層７上にレジストを形成することなく陽極酸化
処理を行うことが可能となり、プロセスの増加は生じな
い。
【００２４】次に、ゲート電極８などを含む薄膜トラン
ジスタ基板１の上面全体にＣＶＤ法により窒化シリコン
からなるゲート絶縁膜１１、真性アモルファスシリコン
膜４２および窒化シリコン膜を連続して成膜し、窒化シ
リコン膜をフォトリソグラフィ法によりパターニングす
ることにより、チャネル保護膜１３を形成する。次に、
真性アモルファスシリコン膜４１の上面に形成された自
然酸化膜（図示せず）をＮＨ４Ｆ溶液を用いて除去す
る。
【００２５】次に、チャネル保護膜１３を含む真性アモ
ルファスシリコン膜４２の上面全体にＣＶＤ法によりｎ
型アモルファスシリコン膜４３を成膜する。次に、ｎ型
アモルファスシリコン膜４３および真性アモルファスシ
リコン膜４２をフォトリソグラフィ法により連続してパ
ターニングすることにより、図５に示すように、オーミ
ックコンタクト層１４、１５および半導体薄膜１２を形
成する。
【００２６】次に、図６に示すように、半導体薄膜１２
およびオーミックコンタクト層１４、１５を含むゲート
絶縁膜１１の上面全体にスパッタ法によりアルミニウム
系金属膜４４を成膜する。次に、アルミニウム系金属膜
４４をフォトリソグラフィ法によりパターニングするこ
とにより、図１に示すように、ソース電極１６およびド
レイン電極１７を含むデータライン５を形成する。
【００２７】次に、薄膜トランジスタ３を含むゲート絶
縁膜１１の上面全体にＣＶＤ法により窒化シリコンから
なるオーバーコート膜１８を形成する。次に、オーバー
コート膜１８のソース電極１６の所定の箇所に対応する
部分にフォトリソグラフィ法によりコンタクトホール１
９を形成する。
【００２８】次に、コンタクトホール１９内を含むオー
バーコート膜１８の上面全体にスパッタ法によりＩＴＯ
膜を成膜し、ＩＴＯ膜をフォトリソグラフィ法によりパ
ターニングすることにより、画素電極２をコンタクトホ
ール１９を介してソース電極１６に接続させて形成す
る。次に、画素電極２を含むオーバーコート膜１８の上
面に配向膜２０を形成する。かくして、図１に示す薄膜
トランジスタ基板１側が得られる。
【００２９】（第２実施形態）図７はこの発明の第２実
施形態としての液晶表示装置の薄膜トランジスタ基板１
側の図１同様の断面図を示したものである。この液晶表
示装置において、図１に示す場合と異なる点は、反射層
７を、薄膜トランジスタ基板１上ではなく、ゲート絶縁
膜１１上に設けたことである。
【００３０】次に、この液晶表示装置の薄膜トランジス
タ基板１側の製造方法の一例の一部について説明する。
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この場合、図６に示す状態において、当然のことなが
ら、薄膜トランジスタ基板１上には反射層７は形成され
ていない。そして、成膜されたアルミニウム系金属膜４
４をパターニングすることにより、図７に示すように、
ソース電極１６およびドレイン電極１７などを形成し、
その形成と同時に、ゲート絶縁膜１１の上面の所定の箇
所に反射層７を形成する。
【００３１】この場合、反射層７を、ソース電極１６お
よびドレイン電極１７などの形成と同時にソース電極１
６およびドレイン電極１７などと同一の材料つまり高反
射性のアルミニウム系金属膜４４によって形成している
ので、製造工程数が増加しないようにすることができ
る。従って、この場合も、従来のハーフミラーをそれ専
用の製造工程によって製造する場合と比較して、製造工
程数を少なくすることができ、引いてはコストを低減す
ることができる。
【００３２】（第３実施形態）図８はこの発明の第３実
施形態としての液晶表示装置の薄膜トランジスタ基板１
側の図７同様の断面図を示したものである。この液晶表
示装置において、図７に示す場合と異なる点は、ゲート
絶縁膜１１上に設けられた反射層７を、アルミニウム系
金属層の１層構造ではなく、下から順に、真性アモルフ
ァスシリコン層７ａ、ｎ型アモルファスシリコン層７
ｂ、アルミニウム系金属層７ｃからなる３層構造とした
ことである。
【００３３】次に、この液晶表示装置の薄膜トランジス
タ基板１側の製造方法の一例の一部について説明する。
この場合、図４に示す状態において、当然のことなが
ら、薄膜トランジスタ基板１上には反射層７は形成され
ていない。そして、成膜されたｎ型アモルファスシリコ
ン膜４３の上面全体に図６に示すアルミニウム系金属膜
４４をスパッタ法により連続して成膜する。
【００３４】次に、アルミニウム系金属膜４４、ｎ型ア
モルファスシリコン膜４３および真性アモルファスシリ
コン膜４２を連続してパターニングすることにより、図
８に示すように、ソース電極１６、ドレイン電極１７、
オーミックコンタクト層１４、１５および半導体薄膜１
２などを形成し、その形成と同時に、ゲート絶縁膜１１
の上面の所定の箇所に、下から順に、真性アモルファス
シリコン層７ａ、ｎ型アモルファスシリコン層７ｂ、ア
ルミニウム系金属層７ｃからなる３層構造の反射層７を
形成する。
【００３５】この場合、反射層７は３層構造ではある
が、例えばその最上層のアルミニウム系金属層７ｃを、
ソース電極１６およびドレイン電極１７などの形成と同
時にソース電極１６およびドレイン電極１７などと同一
の材料つまり高反射性のアルミニウム系金属膜４４によ
って形成しているので、製造工程数が増加しないように
することができる。従って、この場合も、従来のハーフ
ミラーをそれ専用の製造工程によって製造する場合と比
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9
較して、製造工程数を少なくすることができ、引いては
コストを低減することができる。
【００３６】（第４実施形態）図９はこの発明の第４実
施形態としての液晶表示装置の薄膜トランジスタ基板１
側の図１同様の断面図を示したものである。この液晶表
示装置において、図１に示す場合と大きく異なる点は、
画素電極２をオーバーコート膜１８上ではなくゲート絶
縁膜１１上に設けたことと、ソース電極１６およびドレ
イン電極１７などを、アルミニウム系金属層の１層構造
ではなく、下から順に、クロムやクロム合金などからな
るクロム系金属層１６ａ、１７ａ、アルミニウム系金属
層１６ｂ、１７ｂからなる２層構造としたことである。
【００３７】次に、この液晶表示装置の薄膜トランジス
タ基板１側の製造方法の一例の一部について説明する。
この場合、図５に示す状態において、図１０に示すよう
に、一方のオーミックコンタクト層１４の上面の所定の
箇所およびゲート絶縁膜１１の上面の所定の箇所にＩＴ
Ｏからなる画素電極２を形成する。次に、画素電極２、
チャネル保護膜１３およびオーミックコンタクト層１
４、１５を含むゲート絶縁膜１１の上面全体にクロム系
金属層５１およびアルミニウム系金属層５２を連続して
成膜する。
【００３８】次に、アルミニウム系金属層５２およびク
ロム系金属層５１を連続してパターニングすることによ
り、図９に示すように、下から順に、クロム系金属層１
６ａ、１７ａ、アルミニウム系金属層１６ｂ、１７ｂか
らなる２層構造のソース電極１６およびドレイン電極１
７を形成する。次に、画素電極２および薄膜トランジス
タ３などを含むゲート絶縁膜１１の上面全体に窒化シリ
コンからなるオーバーコート膜１８を形成する。次に、
オーバーコート膜１８の画素電極２の所定の箇所に対応
する部分に開口部１８ａを形成する。次に、画素電極２
を含むオーバーコート膜１８の上面に配向膜２０を形成
する。
【００３９】ところで、この第４実施形態の場合、反射
層７の形成は、上記第１実施形態の場合と同じであるの
で、上記第１実施形態の場合と同様に、製造工程数が増
加しないようにすることができる。従って、この場合
も、従来のハーフミラーをそれ専用の製造工程によって
製造する場合と比較して、製造工程数を少なくすること
ができ、引いてはコストを低減することができる。
【００４０】（第５実施形態）図１１はこの発明の第５
実施形態としての液晶表示装置の薄膜トランジスタ基板
１側の図１同様の断面図を示したものである。この液晶
表示装置において、図９に示す場合と異なる点は、反射
層７を、薄膜トランジスタ基板１ではなく、ゲート絶縁
膜１１上に設けたことと、反射層７を、アルミニウム系
金属層の１層構造ではなく、下から順に、クロム系金属
層７ｄ、アルミニウム系金属層７ｅからなる２層構造と
したことである。
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【００４１】次に、この液晶表示装置の薄膜トランジス
タ基板１側の製造方法の一例の一部について説明する。
この場合、図１０に示す状態において、アルミニウム系
金属層５２およびクロム系金属層５１を連続してパター
ニングすることにより、図１１に示すように、下から順
に、クロム系金属層１６ａ、１７ａ、アルミニウム系金
属層１６ｂ、１７ｂからなる２層構造のソース電極１６
およびドレイン電極１７を形成し、同時に、ゲート絶縁
膜１１の上面の所定の箇所に、下から順に、クロム系金
属層７ｄ、アルミニウム系金属層７ｅからなる２層構造
の反射層７を形成する。
【００４２】この場合、反射層７を、２層構造ではある
が、ソース電極１６およびドレイン電極１７などの形成
と同時にソース電極１６およびドレイン電極１７などと
同一の材料つまり高反射性のアルミニウム系金属層を含
む材料によって形成しているので、製造工程数が増加し
ないようにすることができる。従って、この場合も、従
来のハーフミラーをそれ専用の製造工程によって製造す
る場合と比較して、製造工程数を少なくすることがで
き、引いてはコストを低減することができる。
【００４３】（その他の実施形態）なお、上記各実施形
態では、不透光性の反射層７を全面積にわたりべた状に
形成した場合について説明した。しかしながら、上記各
実施形態において、例えば図１２において、一点鎖線で
示すブラックマスクの開口部２２ａに対して、ハッチン
グで示すように、不透光性材料からなる点状の反射層７
ｆを複数個配列して設けるようにしてもよい。点状の反
射層７ｆは、一部で接続された模様状であっても（この
場合でも、全体が１個でも、複数に分離されていてもよ
い）、個々に分離された離散状であってもよく、また、
その模様状や離散状の配列は規則的であっても、不規則
的であっても差し支えない。要は、ブラックマスクの開
口部２２ａの面積に対する不透光性の反射層７ｆの合計
面積の比を、使用環境に応じて、３５％～６５％程度の
適切な値とすればよい。
【００４４】また、上記各実施形態において、画素電極
７の表面に、ウエットエッチングまたはドライエッチン
グ、或いは他の適切な方法により微細な凹凸を形成する
ようにしてもよい。
【００４５】さらに、上記各実施形態では、チャネル保
護タイプのアモルファスシリコン薄膜トランジスタにつ
いて説明したが、これに限らず、チャネルエッチタイプ
のアモルファスシリコン薄膜トランジスタやボトムゲー
トタイプのポリシリコン薄膜トランジスタなどであって
もよい。また、スイッチング素子として、薄膜トランジ
スタの他、ＭＩＭなどの非線形素子を用いた液晶表示装
置にも適用可能である。
【００４６】
【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ
ば、各画素電極と重合する位置に反射層を形成している
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ので、各画素電極において、反射層の存在する領域が文
字通り反射部となり、反射層の存在しない領域が透過部
となり、従って半透過反射型の液晶表示装置として機能
することができる。この場合、液晶表示装置のいずれか
の製造工程において反射性金属材料によって何かを形成
するとき、例えばアルミニウムによって薄膜トランジス
タのゲート電極やソース・ドレイン電極などを形成する
とき、その形成と同時に、各画素電極と重合する位置に
反射層を形成すると、製造工程数を少なくすることがで
き、ひいてはコストを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の第１実施形態としての液晶表示装置
の要部の断面図。
【図２】図１に示す液晶表示装置の薄膜トランジスタ基
板側の透過平面図。
【図３】図１および図２に示す液晶表示装置の薄膜トラ
ンジスタ基板側の製造に際し、当初の製造工程の断面
図。
【図４】図３に続く製造工程の断面図。
【図５】図４に続く製造工程の断面図。
【図６】図５に続く製造工程の断面図。
【図７】この発明の第２実施形態としての液晶表示装置*
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*の薄膜トランジスタ基板側の図１同様の断面図。
【図８】この発明の第３実施形態としての液晶表示装置
の薄膜トランジスタ基板側の図７同様の断面図。
【図９】この発明の第４実施形態としての液晶表示装置
の薄膜トランジスタ基板側の図１同様の断面図。
【図１０】図９に示す薄膜トランジスタ基板側の製造に
際し、所定の製造工程の断面図。
【図１１】この発明の第５実施形態としての液晶表示装
置の薄膜トランジスタ基板側の図９同様の断面図。
【図１２】反射層の他の例を説明するために示す図。
【符号の説明】
１  薄膜トランジスタ基板
２  画素電極
３  薄膜トランジスタ
７  反射層
８  ゲート電極
１１  ゲート絶縁膜
１６  ソース電極
１７  ドレイン電極
１８  オーバーコート膜
２１  対向基板
２６  液晶
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【図１２】
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